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６
月
定
例
会
は
、
６
月
12
日

か
ら
24
日
ま
で
の
13
日
間
に
わ

た
り
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
会
議
と
常
任
委
員
会
に
お

い
て
活
発
な
議
論
が
展
開
さ

れ
、
平
成
26
年
度
一
般
会
計
補

正
予
算
な
ど
、
市
長
か
ら
提
出

さ
れ
た
12
件
の
議
案
、
議
員
及

び
委
員
会
が
提
出
し
た
発
議
案

５
件
を
全
て
可
決
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
２
件
の
請
願
を
審
査

し
、
１
件
を
採
択
、
も
う
１
件

を
継
続
審
査
と
し
ま
し
た
。

６
月
定
例
会
の
概
要

　

初
日
の
本
会
議
で
は
、
市
長
か
ら

５
件
の
条
例
案
と
７
件
の
補
正
予
算

案
が
提
出
さ
れ
、
提
案
理
由
の
説
明

が
あ
り
ま
し
た
。
続
い
て
「
二
戸
市

ふ
る
さ
と
振
興
株
式
会
社
の
経
営
状

況
に
つ
い
て
」
な
ど
６
件
の
報
告
が

な
さ
れ
ま
し
た
。

　

16
日
と
17
日
に
は
、
計
８
人
の
議

員
に
よ
る
一
般
質
問
が
行
わ
れ
、
市

政
全
般
に
わ
た
り
活
発
な
議
論
が
交

わ
さ
れ
ま
し
た
。

　

18
日
に
は
、
市
長
か
ら
提
出
さ
れ

た
条
例
案
や
補
正
予
算
案
、
請
願
な

ど
に
つ
い
て
質
疑
の
う
え
、
所
管
の

常
任
委
員
会
へ
審
査
を
付
託
し
ま
し

た
。

　

19
日
に
は
、
３
つ
の
常
任
委
員
会

に
お
い
て
、
本
会
議
で
付
託
さ
れ
た

案
件
を
詳
細
に
わ
た
り
審
査
し
ま
し

た
。

　

24
日
の
最
終
本
会
議
で
は
、
各
常

任
委
員
長
か
ら
付
託
案
件
の
審
査
結

果
と
主
な
審
査
事
項
の
報
告
が
行
わ

れ
、
報
告
に
対
す
る
質
疑
後
、
討
論

を
経
て
採
決
し
た
結
果
、
条
例
案
や

補
正
予
算
案
の
全
て
の
議
案
を
原
案

の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
提
出
さ
れ
た
請
願
は
、
１

件
を
継
続
審
査
、
も
う
１
件
は
討
論
、

採
決
の
結
果
、
全
員
賛
成
で
採
択
さ

れ
ま
し
た
。

　

議
員
か
ら
提
出
さ
れ
た
意
見
書
案
・

条
例
案
・
発
議
案
５
件
は
、
質
疑
、

討
論
、
採
決
の
結
果
、
全
て
原
案
の

と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ

り
「
二
戸
市
議
会
基
本
条
例
」
が
制

定
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
議
員
定
数

調
査
検
討
特
別
委
員
会
が
設
置
さ
れ

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

《軽自動車税の税率改正》
　来年度（平成 27 年度）か
ら、原動機付自転車、２輪
の軽自動車、２輪の小型自
動車、小型特殊自動車の税
額が引き上げられます。

　４輪車などは、平成 27 年
4 月 1 日以後に新規登録す
る車両から新税率が適用さ
れます。平成 27 年 3 月 31
日までに新規登録した車両

（初めて車両番号の指定を受
けた車両）は、登録後 13 年
まで、現行税率のままです。
初めて車両番号の指定を受
けた月から 13 年を経過した
車両 ( 電気軽自動車等を除く）は、平成 28 年度から、重課税率が適用されます。

条例
■議案第１号　「二戸市税条例等の一部を改正する条例」

地方税法及び地方税法施行令等の一部改正に伴い、所要の整備をしようとするもの
軽自動車税や法人市民税等の税率が変わります

区　　分 改正前
（年額）

改正後
（年額）

重課税率
（年額）

原動機付
自転車

50cc 以下 1,000 円 2,000 円 －
50cc 超 90cc 以下 1,200 円 2,000 円 －
90cc 超 125cc 以下 1,600 円 2,400 円 －
ミニカー 2,500 円 3,700 円 －

軽自動車 ２輪の軽自動車 2,400 円 3,600 円 －
３輪 3,100 円 3,900 円 4,600 円
４輪以
上のも
の　

乗用の
もの

営業用 5,500 円 6,900 円 8,200 円
自家用 7,200 円 10,800 円 12,900 円

貨物用
のもの

営業用 3,000 円 3,800 円 4,500 円
自家用 4,000 円 5,000 円 6,000 円

専ら雪上を走行するもの 2,400 円 3,000 円 －
小型特殊
自転車

農耕作業用のもの 1,600 円 2,400 円 －
その他のもの 4,700 円 5,900 円 －

２輪の小型自動車 4,000 円 6,000 円 －
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議  案  の  主  な  内  容

補正
  予算

■議案第６号　「平成 26 年度二戸市一般会計補正予算（第２号）」

補正額　３億７５９５万円

■請願第１号　「上野公民館への選挙投票所の開設について」

請願者　蛇沼耕一郎ほか１０７名
請願

発議
■発議第４号　「議員定数調査検討特別委員会設置に関する決議」

二戸市の議員定数について調査検討しようとするため議員から提出されたものです

発議
■発議第５号　「集団的自衛権行使を容認する憲法解釈変更の
　　　　　　　閣議決定に反対する意見書」

提出者　　及川　正信　議員

◎議員定数調査検討特別委員会が設置され、下記のとおり委員が選出されました。
　　《委 員 長》　　國分　敏彦　議員　　　
　　《副委員長》　　田代　博之　議員
　　《委　　員》　　田村　隆博　議員　　内沢　真申　議員　　米田　　誠　議員
　　　　　　　　　畠中　泰子　議員　　田中　勝二　議員　　新畑　鉄男　議員
　　　　　　　　　及川　正信　議員　　鈴木　忠幸　議員

《主な事業と補正額》
◎ふるさと納税システム構築業務委託料

３００万円
　近年増加しているふるさと納税の管理システ
　ムソフトを導入するものです。

◎次世代自動車充電インフラ整備事業
５３９６万円

　電気自動車２台を導入するとともに、充電設
　備６基を整備しようとするものです。

◎児童医療費助成事業　　　　　１００８万円
　市単独事業として小学６年生までの医療費の
　助成を行うものです。

◎防災士養成研修事業　　　　　　３１８万円
　自主防災組織、消防団、市職員を対象に 50
　名の防災士を養成するものです。

◎九戸城情報発信・活用事業　　　６８８万円
九戸城の情報発信を行うとともに環境整備
を進め、観光地、市民の憩いの場としての
活用 を図るものです。

◎仁左平児童館改修事業　　　　　３５３万円

◎除雪用機械器具購入事業　　　４５６４万円

◎市民文化会館管理事業　　　　４６５９万円
　空調設備・電源設備・舗装改修、グランドピ
　アノの更新をするものです。

◎消防車両整備事業　　　　　　４５５５万円
　消防ポンプ自動車１台、小型動力ポンプ付積
　載車３台を更新するものです。

《請願の要旨》上野地区住民のために住民の活力を生かした選挙投票所の開設を要望するものです。

《提出理由》集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更を閣議決定することがないよう政府に
求めるため、議員から提出されたものです。
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【賛否の公表】採決で賛否が分かれた案件の採決結果です。
（議席順）

※　議は議長、○は賛成、×は反対、欠は欠席、－は退席

※　議長は採決には加わりません。

議案番号等 　　　　　　　議　　　案　　　名　　　等 審 議 結 果

議案第１号 二戸市税条例等の一部を改正する条例 可決（賛成多数）

議案第２号 二戸市福祉事務所設置条例の一部を改正する条例 可決（全員賛成）

議案第３号 二戸市教育研究所条例の一部を改正する条例 可決（賛成多数）

議案第４号 二戸市保健センター条例を廃止する条例 可決（全員賛成）

議案第５号 二戸市社会福祉会館条例を廃止する条例 可決（全員賛成）

議案第６号 平成 26 年度二戸市一般会計補正予算（第２号） 可決（全員賛成）

議案第７号 平成 26 年度二戸市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 可決（全員賛成）

議案第８号 平成 26 年度二戸市下水道事業特別会計補正予算（第１号） 可決（全員賛成）

議案第９号 平成 26 年度二戸市生活排水処理事業特別会計補正予算（第１号） 可決（全員賛成）

議案第10号 平成 26 年度二戸市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 可決（全員賛成）

議案第11号 平成 26 年度二戸市土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号） 可決（全員賛成）

議案第12号 平成 26 年度二戸市水道事業会計補正予算（第１号） 可決（全員賛成）

報告第１号 二戸市ふるさと振興株式会社の経営状況について 報　　告

報告第２号 二戸市一般会計繰越明許費の報告について 報　　告

報告第３号 二戸市下水道事業特別会計繰越明許費の報告について 報　　告

報告第４号 二戸市土地区画整理事業特別会計繰越明許費の報告について 報　　告

報告第５号 二戸市一般会計事故繰越しの報告について 報　　告

報告第６号 二戸市一般会計継続費の報告について 報　　告

請願第１号 上野公民館への選挙投票所の開設について 採択（全員賛成）

請願第２号
ふたたび被爆者をつくらないために「現行法」（原子爆弾被爆者に対する

援護に関する法律）改正を求める請願
継続審査

発議第１号 労働者保護ルールの改悪に反対する意見書 可決（全員賛成）

発議第２号 規制改革会議案の農政「改革」に反対する意見書 可決（賛成多数）

発議第３号 二戸市議会基本条例 可決（全員賛成）

発議第４号 議員定数調査検討特別委員会設置に関する決議 可決（賛成多数）

発議第５号 集団的自衛権行使を容認する憲法解釈変更の閣議決定に反対する意見書 可決（全員賛成）

【審議結果】

議席番号 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

議 員 名

 

高
村 

人
司

 

駒
木 

昇 

 

田
村 

隆
博

 

内
沢 

真
申

 

米
田 

誠 

 

田
口 

一
男

 

菅
原 

恒
雄 

 

田
代 

博
之

 

西
野 

省
史

 

小
笠
原 

清
晃

 

三
浦 

利
章

 

清
川 

明
彬

 

鷹
場 

美
千
雄

 

畠
中 

泰
子

 

田
中 

勝
二

 

大
沢 

孫
吉

 

國
分 

敏
彦

 

岩
崎 

敬
郎

 

田
口 

一

 

新
畑 

鉄
男 

 

及
川 

正
信

 

鈴
木 

忠
幸

議案第１号 ○ ○ ○ ○ ○ × 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第３号 ○ ○ ○ ○ ○ × 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

発議第２号 ○ ○ × ○ × ○ 議 × × ○ ○ ○ 欠 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○

発議第４号 ○ ○ ○ ○ ○ × 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×
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主
な

質

疑

応

答

■
二
戸
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

【
問
】軽
自
動
車
税
の
税
率
は
、
地
方
税

法
上
、
裁
量
の
余
地
が
あ
る
の
か
。

【
答
】軽
自
動
車
税
の
税
率
は
、
制
限
税

率
と
し
て
標
準
税
率
の
１
・
５
倍
ま
で
引

き
上
げ
る
こ
と
が
可
能
だ
が
、
当
市
は

最
も
低
い
標
準
税
率
を
採
用
す
る
。

■
二
戸
市
社
会
福
祉
会
館
条
例
を
廃

止
す
る
条
例

【
問
】社
会
福
祉
会
館
の
土
地
は
借
地
だ

と
思
う
が
、
解
体
し
て
更
地
に
な
っ
た

場
合
、
こ
の
土
地
の
固
定
資
産
税
は
高

く
な
る
の
か
。
ま
た
、
そ
の
場
合
は
ど

の
よ
う
に
対
応
す
る
の
か
。

【
答
】現
在
非
住
宅
用
宅
地
と
な
っ
て
お

り
、
解
体
し
て
も
税
額
は
変
わ
ら
な
い
。

■
平
成
26
年
度
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
２
号
）

農
地
中
間
管
理
機
構

【
問
】市
の
担
当
は
ど
こ
に
な
る
の
か
。

【
答
】農
林
課
が
窓
口
に
な
る
。

【
問
】農
地
中
間
管
理
機
構
の
仕
事
の
中

で
基
盤
整
備
の
部
分
は
な
い
の
か
。

【
答
】貸
し
手
の
農
地
が
基
盤
整
備
を
し

な
け
れ
ば
受
け
手
も
な
い
よ
う
な
部
分

に
つ
い
て
は
、
農
地
管
理
機
構
が
整
備

し
て
集
積
し
な
が
ら
貸
す
と
い
う
方
向

に
な
る
。

施
設
開
設
準
備
経
費
助
成
事
業

【
問
】今
回
の
９
床
の
整
備
に
よ
っ
て
今

深
刻
な
特
養
入
所
者
、
待
機
者
の
状
況

は
ど
う
な
る
か
。

【
答
】25
年
度
に
60
床
を
整
備
し
、
今
年

度
は
９
床
を
整
備
し
て
第
５
期
介
護
保

険
計
画
内
の
整
備
は
完
了
す
る
方
向
で

あ
る
。
待
機
者
は
１
５
０
人
前
後
で
、

特
に
早
期
に
必
要
と
さ
れ
る
方
が
70
人

前
後
お
り
、
こ
れ
で
当
面
は
フ
ォ
ロ
ー

さ
れ
る
と
思
っ
て
い
る
。

今
後
解
体
工
事
が
必
要
と
な
る
普

通
財
産
・
行
政
財
産

【
問
】旧
ご
み
処
理
場
や
使
わ
れ
て
い
な

い
プ
ー
ル
は
、
事
故
が
起
き
る
可
能
性

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
日
常
管
理
と

対
応
方
針
に
つ
い
て
伺
う
。

【
答
】旧
ご
み
処
理
場
は
日
常
的
な
管
理

は
し
て
い
な
い
。
耐
震
診
断
も
こ
れ
ま

で
し
て
い
な
い
。
プ
ー
ル
は
使
用
し
な

く
な
っ
て
も
網
で
囲
っ
て
鍵
を
か
け
て

お
く
の
で
、
使
用
し
て
い
る
状
態
と
変

わ
ら
な
い
が
、
使
わ
な
い
も
の
に
関
し

て
は
で
き
る
だ
け
廃
止
し
た
い
と
考
え

て
い
る
。

【
問
】安
全
上
の
問
題
は
な
い
の
か
。

【
答
】焼
却
炉
の
煙
突
の
安
全
性
に
つ
い

て
は
、
プ
ロ
か
ら
見
て
い
た
だ
き
早
急

に
調
査
し
て
い
く
。

■
議
案
第
１
号
【
二
戸
市
税
条
例

等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
】

田
口
一
男 

議
員

　

軽
自
動
車
の
普
及
状
況
は
、
新
車
販

売
で
４
割
近
い
シ
ェ
ア
を
占
め
て
お
り
、

特
に
地
方
や
都
市
郊
外
に
普
及
し
て
い

る
。
そ
の
背
景
に
は
、
長
期
の
所
得
低

迷
で
税
や
自
動
車
の
維
持
費
が
重
く
、

価
格
・
維
持
費
と
も
に
比
較
的
安
価
な

軽
自
動
車
の
需
要
が
高
ま
っ
て
い
る
。

特
に
公
共
交
通
の
衰
退
地
域
で
は
一
世

帯
で
数
台
を
有
す
る
な
ど
地
域
住
民
の

重
要
な
移
動
手
段
で
あ
る
。

　

軽
自
動
車
は
２
０
１
６
年
か
ら
エ
コ

カ
ー
減
税
等
に
よ
り
、
新
規
検
査
か
ら

13
年
経
過
し
た
時
点
で
１
・
８
倍
の
増
税

と
な
り
、
原
付
・
二
輪
車
の
標
準
税
率

は
約
１
・
５
倍
に
、
５
０
０
cc
以
下
の
原

付
の
税
率
は
２
倍
に
な
る
な
ど
身
近
な

移
動
手
段
に
負
担
を
強
い
る
も
の
で
あ

る
。
軽
自
動
車
税
増
税
は
雇
用
や
経
済

面
で
も
困
難
を
抱
え
る
地
域
住
民
ほ
ど

影
響
が
大
き
い
。
業
界
主
導
の
自
動
車

取
得
税
減
税
・
廃
止
の
ツ
ケ
を
軽
自
動

車
の
増
税
で
賄
う
な
ど
、
二
戸
市
民
の

消
費
税
増
税
に
加
え
負
担
を
押
し
つ
け

る
条
例
案
に
反
対
す
る
。

  

討  

論　

 

賛
成
と

　
　
　

反
対

反　
　

対

■
議
案
第
６
号
【
平
成
26
年
度
一

般
会
計
予
算
】

畠
中
泰
子 

議
員

　

子
ど
も
の
医
療
費
助
成
を
小
学
校
ま

で
拡
大
の
市
単
独
児
童
医
療
助
成
事
業

は
評
価
す
る
が
、
子
育
て
支
援
と
い
う

以
上
は
所
得
制
限
を
設
け
る
べ
き
で
は

な
い
。
県
内
25
市
町
村
で
所
得
制
限
を

撤
廃
。
九
戸
村
は
35
億
円
の
予
算
規
模

で
も
高
校
卒
業
ま
で
、
所
得
制
限
も
一

部
負
担
も
な
い
。
周
辺
市
町
村
に
学
び

全
て
の
子
を
対
象
に
す
べ
き
。

　

食
産
業
活
性
化
支
援
事
業
補
助
は
実

質
１
社
の
み
対
象
の
基
準
。
市
の
産
業

振
興
、
地
場
産
業
育
成
の
観
点
か
ら
食

品
系
企
業
支
援
の
あ
り
方
を
根
本
的
・

総
合
的
に
検
討
を
。
Ｄ
Ｉ
Ｏ
ジ
ャ
パ
ン

は
全
国
的
問
題
。
緊
急
雇
用
創
出
事
業

が
正
し
く
運
用
さ
れ
た
か
、
国
が
定
め

た
事
業
そ
の
も
の
、
補
助
要
綱
に
抜
け

穴
が
な
か
っ
た
か
チ
ェ
ッ
ク
が
必
要
。

二
戸
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
は
当
初
か
ら
疑

問
の
声
が
出
て
い
た
経
過
が
あ
る
。
企

業
誘
致
で
の
市
の
チ
ェ
ッ
ク
の
仕
組
み
・

基
準
を
。
地
域
貢
献
を
果
た
す
企
業
意

識
醸
成
の
た
め
の
市
の
産
業
振
興
・
雇

用
創
出
の
高
い
理
念
と
姿
勢
が
求
め
ら

れ
て
い
る
。
引
き
続
き
雇
用
創
出
に
向

け
た
努
力
を
求
め
、
賛
成
討
論
と
す
る
。

賛　
　

成
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■
請
願
第
１
号
【
上
野
公
民
館
へ

の
選
挙
投
票
所
の
開
設
に
つ
い
て
】

田
村
隆
博 

議
員

　

公
職
選
挙
法
に
よ
る
と
、
投
票
所
は

必
要
が
あ
れ
ば
市
町
村
選
挙
管
理
委
員

会
の
判
断
で
設
置
で
き
る
旨
が
う
た
わ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
投
票
所
の
設
置
に

つ
い
て
は
一
定
の
基
準
が
旧
自
治
省
、

現
在
の
総
務
省
に
よ
っ
て
示
さ
れ
、
投

票
所
ま
で
３
km
以
上
あ
る
地
区
は
解
消

に
努
め
る
こ
と
、
１
投
票
所
当
た
り
の

有
権
者
数
は
お
お
む
ね
３
千
人
ま
で
と

す
る
こ
と
、
投
票
所
の
選
定
は
公
共
施

設
、
公
共
的
施
設
の
利
用
を
優
先
す
る

等
々
で
あ
る
。

　

現
在
上
野
地
区
の
住
民
が
利
用
す
る

川
代
の
投
票
所
は
距
離
的
に
も
３
km
以

上
あ
り
、
投
票
所
に
適
し
た
施
設
も
有

し
て
い
る
。
こ
の
請
願
要
旨
に
は
、
住

民
の
活
力
を
生
か
し
た
投
票
所
と
う

た
っ
て
お
り
、
投
票
率
の
向
上
や
、
投

票
事
務
体
制
に
も
積
極
的
支
援
が
期
待

さ
れ
る
。
高
齢
者
の
選
挙
権
行
使
は
上

野
地
区
に
限
ら
ず
、
市
全
体
の
今
後
の

大
き
な
問
題
と
言
え
る
。

　

投
票
所
の
新
設
に
よ
り
市
の
経
費
は

膨
ら
む
こ
と
に
な
る
が
、
上
野
地
区
住

民
の
選
挙
に
対
す
る
熱
い
思
い
を
強
く

感
じ
た
た
め
、
こ
の
請
願
に
賛
成
す
る
。

■
議
案
第
６
号
【
平
成
26
年
度
一

般
会
計
予
算
】

及
川
正
信 

議
員

　

財
政
に
つ
い
て
は
、
今
後
長
期
的
展

望
が
必
要
に
な
る
こ
と
を
強
く
行
政
に

申
し
上
げ
た
い
。
歳
出
が
大
き
く
低
下

し
た
場
合
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
が
ど
う
な

る
か
の
分
析
等
を
お
願
い
し
た
い
。

　

児
童
の
医
療
費
助
成
は
評
価
し
た
い
。

子
供
た
ち
の
健
康
づ
く
り
に
寄
与
す
る

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

農
業
振
興
に
つ
い
て
は
、
リ
ン
ド
ウ

は
１
種
類
の
花
で
１
億
円
の
売
り
上
げ

が
あ
り
、
希
望
が
持
て
る
。

　

雇
用
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
日
ま

で
ず
っ
と
取
り
組
ん
で
き
た
企
業
の
誘

致
と
い
う
考
え
方
、
取
り
組
み
の
方
法

は
、
こ
こ
で
大
き
く
転
換
を
さ
せ
る
べ

き
で
は
な
い
か
。
地
場
産
業
に
本
気
に

な
っ
て
取
り
組
む
べ
き
だ
。

　

人
口
問
題
等
に
つ
い
て
は
、
副
市
長

が
ト
ッ
プ
に
な
っ
て
進
め
る
人
口
問
題

に
関
す
る
検
討
会
の
活
用
の
仕
方
で
大

き
く
プ
ラ
ス
に
な
る
と
期
待
し
て
い
る
。

　

行
政
全
般
に
つ
い
て
取
り
組
む
場
合
、

根
底
に
あ
る
の
は
非
核
平
和
宣
言
都
市
。

市
長
の
考
え
を
は
っ
き
り
と
し
て
進
め

て
い
た
だ
く
こ
と
を
期
待
し
て
賛
成
と

す
る
。 

賛　
　

成

■
発
議
第
４
号
【
議
員
定
数
調
査

特
別
委
員
会
設
置
に
関
す
る
決
議
】

鈴
木
忠
幸 

議
員

　

選
挙
の
定
数
で
あ
る
か
ら
、
民
主
主

義
の
根
幹
に
か
か
わ
る
問
題
。
そ
れ
を

我
々
の
任
期
１
年
を
切
る
と
い
う
今
の

時
期
に
、
こ
の
定
数
が
妥
当
か
ど
う
か

と
い
う
検
討
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
と
、
方
向
性
が
出
た
に
し
ろ
、
そ
の

時
点
で
改
選
ま
で
も
う
何
カ
月
も
な
い

と
い
う
状
況
に
な
る
。
そ
れ
は
や
は
り

市
民
に
対
し
て
十
分
な
説
明
が
な
い
ま

ま
、
議
会
が
先
行
し
て
定
数
を
変
え
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
時
間
的
に
も
う

十
分
な
議
論
が
で
き
る
状
況
に
は
な
い

の
で
は
な
い
の
か
。
集
中
的
に
急
い
で

検
討
す
る
に
し
て
も
、
こ
れ
は
拙
速
な

論
議
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
少
な

く
と
も
１
年
前
に
そ
の
結
論
が
出
て
、

次
の
選
挙
の
定
数
は
何
人
だ
よ
と
い
う

こ
と
が
市
民
の
皆
さ
ん
に
明
ら
か
に
な

る
く
ら
い
が
望
ま
し
い
と
思
っ
て
い
る
。

　

新
た
な
立
候
補
の
意
思
の
あ
る
方
、

あ
る
い
は
考
え
る
市
民
の
方
々
に
、
き

ち
ん
と
条
件
を
提
示
し
た
上
で
、
公
正

な
状
態
で
そ
の
時
期
を
迎
え
る
と
い
う

の
が
筋
な
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
お
り
、

今
の
設
置
に
つ
い
て
は
好
ま
し
く
な
い

と
考
え
る
た
め
反
対
す
る
。

■
発
議
第
５
号
【
集
団
的
自
衛
権

行
使
を
容
認
す
る
憲
法
解
釈
変
更

の
閣
議
決
定
に
反
対
す
る
意
見
書
】

岩
崎
敬
郎 

議
員

　

一
内
閣
が
憲
法
解
釈
の
変
更
を
閣
議

で
決
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
反
対
で

あ
り
、
国
民
投
票
を
行
っ
て
実
施
す
る

も
の
と
私
は
考
え
る
。
な
お
、
私
自
身

は
集
団
的
自
衛
権
を
行
使
す
る
こ
と
に

つ
い
て
は
賛
成
で
あ
る
。
や
は
り
自
国

の
人
間
は
自
国
の
者
が
守
る
。
こ
れ
が

筋
で
は
な
い
の
か
。
戦
争
は
も
ち
ろ
ん

よ
く
な
い
が
、
話
し
合
い
で
解
決
で
き

る
国
家
観
と
で
き
な
い
国
家
観
が
あ
る
。

こ
ち
ら
は
一
生
懸
命
戦
争
を
回
避
し
よ

う
と
し
て
い
る
の
に
、
自
国
の
権
利
だ

け
を
主
張
し
て
侵
略
し
て
く
る
人
間
に

対
し
て
は
、
日
本
の
自
衛
隊
だ
け
で
守

れ
な
け
れ
ば
、
ほ
か
の
国
の
軍
隊
を
お

願
い
す
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
し
、
ほ
か
の
国
が
ほ
か
の
国
の
利

益
の
た
め
に
戦
争
を
起
こ
す
の
に
、
自

衛
隊
が
派
遣
さ
れ
る
こ
と
は
道
理
が
い

か
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
一
々
考

え
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

　

い
ず
れ
、
憲
法
解
釈
を
閣
議
で
決
定

す
る
の
で
は
な
く
、
き
ち
ん
と
憲
法
改

正
を
す
べ
き
と
考
え
る
た
め
、
我
が
会

派
は
こ
の
意
見
書
に
賛
成
す
る
。

賛　
　

成

反　
　

対

賛　
　

成
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体
的
な
策
と
そ
の
数
値
を
伺
う
。

【
市
長
】認
定
農
業
者
や
新
規
就
農
者
、

集
落
営
農
な
ど
、
地
域
の
意
欲
あ
る
中

心
経
営
体
や
地
域
の
活
動
的
な
取
り
組

み
に
対
し
支
援
を
行
い
、
特
徴
あ
る
農

畜
産
物
の
生
産
、
加
工
、
販
売
を
推
進

す
る
と
と
も
に
、
有
利
な
制
度
の
活

用
を
図
り
な
が
ら
、
農
家
所
得
の
目

標
と
し
て
市
の
基
本
構
想
に
掲
げ
る

４
０
０
万
円
以
上
を
目
指
す
経
営
体
の

育
成
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

【
問
】二
戸
管
内
の
４
市
町
村
や
経
済
団

体
で
組
織
す
る
二
戸
地
域
雇
用
創
造
協

議
会
の
雇
用
創
出
計
画
が
、
11
年
度
か

ら
３
年
間
実
施
し
た
地
域
雇
用
創
造
推

進
事
業
に
引
き
続
い
て
の
事
業
採
択
と

な
っ
た
が
、
今
回
採
択
と
な
っ
た
事
業

の
内
容
を
伺
う
。
ま
た
、
事
業
費
や
雇

用
人
数
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の

か
。

【
市
長
】今
回
の
事
業
で
は
、
こ
れ
ま
で

の
企
業
向
け
の
雇
用
拡
大
メ
ニ
ュ
ー
、

【
問
】人
口
増
へ
の
政
策
を
伺
う
。

【
市
長
】庁
内
の
全
部
で
構
成
す
る
人
口

減
少
に
関
す
る
検
討
会
を
５
月
に
立
ち

上
げ
、
人
口
減
少
の
視
点
か
ら
検
討
を

始
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
取
り
組
ん
だ
施
策
を
人
口

減
少
と
い
う
視
点
か
ら
し
っ
か
り
検
証

し
、
そ
の
上
で
市
民
の
皆
さ
ん
と
も
お

話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
市
民
や
企
業

の
皆
さ
ん
に
も
ご
協
力
い
た
だ
き
な
が

ら
政
策
を
組
み
立
て
て
ま
い
り
た
い
と

考
え
て
い
る
。

【
問
】二
戸
市
の
出
生
率
と
目
標
率
を
伺

う
。

【
市
長
】厚
生
労
働
省
が
公
表
し
て
い
る

二
戸
市
の
出
生
率
は
、
平
成
20
年
か
ら

24
年
の
間
が
１
・
47
と
い
う
数
値
に
な

っ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
少
し
ず
つ
低
下

し
て
い
る
。
こ
の
数
値
は
岩
手
県
平
均

と
比
較
し
た
場
合
、
少
し
で
は
あ
る
が
、

二
戸
市
の
出
生
率
の
ほ
う
が
上
回
っ
て

い
る
。

一　般　質　問
　　6 月定例会では、8 人の議員が一般質問を行いました。

市政を問う！！

人
口
問
題
と
経
済
活
性
化
に

つ
い
て

　

出
生
率
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
考

え
方
が
あ
り
、
ま
た
結
婚
、
出
産
、
子

育
て
、
雇
用
な
ど
複
合
的
な
施
策
を
実

施
す
る
こ
と
で
初
め
て
改
善
す
る
こ
と

か
ら
、
目
標
値
の
設
定
は
難
し
い
部
分

も
あ
る
が
、
人
口
が
維
持
で
き
る
水
準

は
２
・
07
で
あ
る
た
め
、
ま
ず
は
２
・

00
を
目
指
し
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。

【
問
】二
戸
の
経
済
を
ど
の
よ
う
に
し
て

い
く
の
か
。
ま
た
、
目
標
と
す
る
数
値

は
何
を
捉
え
て
い
る
の
か
。

【
市
長
】農
業
に
お
け
る
集
落
営
農
の
推

進
の
よ
う
な
人
口
減
少
も
念
頭
に
置
い

た
各
産
業
を
支
え
る
担
い
手
の
確
保
、

国
内
外
を
見
据
え
た
販
売
、
販
路
拡
大

あ
る
い
は
特
産
品
の
ブ
ラ
ン
ド
化
に
よ

る
希
少
価
値
を
前
面
に
出
し
た
、
高
く

て
も
売
れ
る
物
づ
く
り
、
地
元
に
あ
る

も
の
を
使
っ
た
新
商
品
開
発
な
ど
幅
広

く
取
り
組
む
こ
と
で
市
の
経
済
を
活
性

化
し
て
ま
い
り
た
い
。
目
標
と
す
る
数

値
は
、
市
で
は
経
済
の
状
況
を
示
す
指

標
と
し
て
市
民
所
得
２
０
０
万
円
を
掲

げ
、
平
成
23
年
度
に
は
合
併
後
初
め
て

市
民
所
得
が
目
標
値
の
２
０
０
万
円
を

上
回
る
こ
と
が
で
き
た
。
市
民
所
得
は

個
人
、
企
業
を
含
め
た
本
市
の
経
済
状

況
を
は
か
る
目
安
に
な
る
こ
と
か
ら
、

今
後
と
も
２
０
０
万
円
を
上
回
る
こ
と

を
目
標
に
し
て
ま
い
り
た
い
。

【
問
】農
家
所
得
の
向
上
に
つ
い
て
、
具

國分敏彦 議員

雇
用
創
出
事
業
に
つ
い
て新畑 鉄男 議員
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求
職
者
向
け
の
人
材
育
成
メ
ニ
ュ
ー
、

就
職
促
進
メ
ニ
ュ
ー
の
３
つ
の
取
り
組

み
に
、
商
品
開
発
な
ど
を
行
う
雇
用
創

出
実
践
メ
ニ
ュ
ー
を
追
加
し
て
取
り
組

む
も
の
で
、
そ
の
活
動
を
行
う
実
践
支

援
員
を
管
内
４
市
町
村
に
、
そ
れ
ぞ
れ

１
名
ず
つ
配
置
す
る
こ
と
と
な
る
。

　

ま
た
、
人
材
育
成
支
援
の
中
で
農
林

業
関
係
に
つ
い
て
は
、
新
た
に
農
作
物

直
接
販
売
の
ノ
ウ
ハ
ウ
の
講
習
な
ど
が

行
わ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
ま
た
、
３
年

間
の
総
事
業
費
は
約
１
億
６
５
７
０
万

円
で
、
雇
用
に
結
び
つ
け
る
人
数
は

２
２
４
人
を
計
画
し
て
い
る
。

【
問
】閉
校
が
２
年
後
に
決
ま
っ
て
い
る

福
岡
高
校
浄
法
寺
校
の
跡
地
利
用
は
、

市
と
し
て
何
を
考
え
て
い
る
の
か
。
ま

た
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
教
育
委
員
会

と
の
話
し
合
い
な
ど
は
持
た
れ
て
い
る

の
か
伺
う
。

【
市
長
】現
在
の
と
こ
ろ
県
か
ら
跡
地
の

活
用
な
ど
に
関
す
る
情
報
や
協
議
は
特

に
な
い
。
一
方
、
市
に
お
い
て
は
、
現

時
点
で
は
跡
地
の
利
用
な
ど
に
つ
い
て

検
討
は
し
て
い
な
い
が
、
地
元
や
県
教

委
の
意
向
も
お
聞
き
し
な
が
ら
、
市
教

委
と
情
報
を
共
有
し
、
今
後
の
動
き
に

対
応
で
き
る
よ
う
備
え
て
ま
い
り
た
い
。

【
教
育
長
】閉
校
は
平
成
28
年
３
月
と
、

ま
だ
お
お
よ
そ
２
年
先
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
現
時
点
に
お
い
て
県
教
委
と
の
話

し
合
い
の
場
を
設
け
て
は
い
な
い
。

　

な
お
、
県
教
委
に
対
し
、
浄
法
寺
校

の
跡
地
の
利
用
計
画
の
有
無
を
聞
い
た

と
こ
ろ
、
現
在
生
徒
が
在
籍
し
て
い
る

こ
と
も
あ
り
未
定
で
あ
る
。
閉
校
後
の

跡
地
利
用
に
つ
い
て
は
、
県
ま
た
は
市

に
よ
る
公
的
、
公
共
的
利
用
を
優
先
し
、

地
域
の
要
望
を
聞
き
な
が
ら
検
討
し
て

い
き
た
い
と
の
回
答
を
得
て
い
る
。
市

教
委
し
て
は
、
二
戸
市
と
し
て
の
全
体

方
針
を
踏
ま
え
、
市
長
部
局
と
連
携
を

図
り
な
が
ら
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。

【
問
】二
戸
市
内
の
企
業
の
内
容
は
ど
う

な
の
か
。
ま
た
、
景
気
は
回
復
傾
向
に

あ
る
の
か
伺
う
。

【
市
長
】市
内
の
企
業
か
ら
聞
き
取
り
を

し
た
中
で
は
、
建
設
業
関
係
は
良
好
で

あ
る
も
の
の
人
材
が
不
足
し
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
小
売
、
サ
ー
ビ
ス
業
は
お

お
む
ね
順
調
、
食
品
製
造
や
ブ
ロ
イ
ラ

ー
関
係
も
好
調
な
よ
う
だ
が
、
原
料
や

餌
代
が
高
騰
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

縫
製
業
は
、
受
注
量
も
昨
年
度
よ
り
好

転
の
兆
し
が
あ
る
よ
う
だ
。
他
の
産
業

は
横
ば
い
傾
向
に
あ
る
中
で
、
運
送
業

な
ど
燃
料
費
の
高
騰
が
負
担
感
を
増
し

て
い
る
業
種
も
あ
る
。
ま
た
、
二
戸
市

内
の
景
況
は
、
原
材
料
や
燃
料
な
ど
の

高
騰
が
経
営
の
負
担
感
に
つ
な
が
っ
て

い
る
よ
う
で
あ
り
、
先
行
き
は
不
透
明

と
感
じ
る
企
業
も
少
な
く
な
い
よ
う
で

あ
る
。
い
ず
れ
新
聞
報
道
な
ど
の
よ
う

な
景
況
感
は
地
方
ま
で
浸
透
し
て
い
な

い
現
状
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

【
問
】県
立
二
戸
病
院
を
脳
卒
中
の
指
定

病
院
と
し
て
、
脳
卒
中
医
療
の
充
実
を

図
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
に
取
り
組
む
か

伺
う
。

【
市
長
】県
で
は
二
戸
病
院
を
中
核
病
院

と
位
置
づ
け
救
急
指
定
病
院
と
し
て
お

り
、
市
に
お
い
て
も
県
立
二
戸
病
院
と

連
携
を
図
り
な
が
ら
、
県
に
対
し
ス
タ

ッ
フ
の
充
実
を
要
望
す
る
な
ど
、
さ
ら

な
る
医
療
体
制
の
充
実
に
努
め
て
い
く

所
存
で
あ
る
。

【
問
】病
気
に
か
か
ら
な
い
た
め
の
健
康

づ
く
り
と
、
脳
卒
中
発
症
に
つ
い
て
ど

の
よ
う
に
取
り
組
む
か
伺
う
。

【
市
長
】市
で
は
、
健
康
に
の
へ
21
プ
ラ

ン
に
お
い
て
脳
卒
中
の
原
因
と
な
る
生

活
習
慣
病
予
防
、
肥
満
防
止
を
重
点
目

標
と
し
て
保
健
活
動
を
推
進
し
て
い
る
。

今
後
も
脳
卒
中
な
ど
の
生
活
習
慣
病
の

予
防
の
た
め
、
情
報
の
提
供
や
地
域
で

の
健
康
教
室
、
健
康
相
談
を
継
続
し
て

開
催
す
る
。
ま
た
、
早
期
発
見
と
早
期

治
療
の
た
め
、
健
康
診
断
を
受
け
る
こ

と
の
重
要
性
に
つ
い
て
普
及
啓
発
を
し
、

健
康
づ
く
り
の
た
め
に
保
健
事
業
を
実

施
し
て
い
く
。

【
問
】県
北
の
拠
点
都
市
と
し
て
の
役
割

を
果
た
す
上
か
ら
も
、
金
田
一
温
泉
に

リ
ハ
ビ
リ
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
べ
き
で

あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

【
市
長
】昨
年
か
ら
市
外
の
病
院
が
訪
問

リ
ハ
ビ
リ
を
行
っ
て
い
る
例
も
あ
る
が
、

受
診
希
望
者
が
多
い
た
め
希
望
す
る
回

数
の
リ
ハ
ビ
リ
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
状
況
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
通
所

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て

い
る
方
の
負
担
軽
減
を
図
る
よ
う
、
今

後
努
力
し
て
ま
い
り
た
い
。

【
問
】裁
判
所
通
り
を
入
り
口
と
し
て
、

裁
判
所
脇
を
通
り
二
の
丸
搦
手
門
ま
で

高
校
再
編
に
よ
る
閉
校
後
の

利
活
用
に
つ
い
て

市
内
企
業
の
景
気
状
況
に

つ
い
て

脳
卒
中
対
策
と
リ
ハ
ビ
リ

セ
ン
タ
ー
の
設
置
に
つ
い
て

九
戸
城
跡
の
環
境
整
備
に

つ
い
て

西野省史 議員
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そ
の
間
の
一
時
的
な
活
用
に
つ
い
て
も

検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て

い
る
。

【
問
】跡
地
利
用
は
漆
の
研
修
施
設
や
漆

生
産
の
研
究
施
設
に
利
用
す
る
な
ど
、

漆
産
地
と
し
て
の
市
の
考
え
を
伺
う
。

【
市
長
】跡
地
を
漆
の
研
究
施
設
な
ど
に

す
る
こ
と
も
一
案
と
は
思
う
が
、
現
在

進
め
て
い
る
取
り
組
み
を
充
実
さ
せ
る

と
と
も
に
、
研
究
機
関
な
ど
と
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
強
化
し
な
が
ら
、
二
戸
市

が
国
産
漆
の
中
心
地
で
あ
る
こ
と
を
発

信
し
て
い
き
た
い
。

【
問
】跡
地
を
漆
博
物
館
と
し
て
利
用
で

き
な
い
か
。

【
市
長
】旧
岡
本
小
学
校
跡
地
を
念
頭
に

置
い
た
歴
史
文
化
交
流
施
設
の
中
心
と

な
る
素
材
の
一
つ
が
漆
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
当
該
施
設
の
中
に
組
み
入
れ
る
方

向
で
調
整
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

の
城
郭
を
楽
し
め
る
よ
う
な
散
策
路
を

整
備
す
べ
き
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

【
市
長
】こ
の
散
策
路
を
整
備
す
る
に
当

た
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
結
果
と

の
整
合
性
や
国
指
定
史
跡
で
あ
る
九
戸

城
跡
の
景
観
と
の
調
和
を
図
る
こ
と
は

も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
魅
力
的
な
観
光

ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
の
役
割
な
ど
も
念
頭

に
置
き
、
広
く
市
内
外
の
意
見
も
聞
き

な
が
ら
、
新
た
な
整
備
計
画
案
の
策
定

を
急
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て

い
る
。
ま
た
、
新
た
な
整
備
計
画
案
の

策
定
を
進
め
る
一
方
で
、
こ
の
散
策
路

上
に
あ
る
既
存
の
歩
道
や
階
段
の
活
用

な
ど
、
当
面
可
能
な
整
備
を
あ
わ
せ
て

図
っ
て
ま
い
り
た
い
。

【
問
】車
で
訪
れ
る
方
の
た
め
に
は
、
駐

車
場
も
整
備
す
べ
き
で
あ
る
。
駐
車
場

は
、
せ
っ
か
く
購
入
し
た
法
務
局
跡
地

を
一
時
的
に
で
も
活
用
す
べ
き
と
思
う

が
、
い
か
が
お
考
え
か
。

【
市
長
】法
務
局
跡
地
に
つ
い
て
、
通
常

は
開
放
し
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

本
格
的
な
駐
車
場
の
整
備
を
進
め
て
い

く
た
め
に
は
、
国
指
定
史
跡
地
内
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
文
化
財
保
護
法
に
基
づ

く
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
散
策

路
と
同
様
に
全
体
の
整
備
計
画
案
を
早

期
に
策
定
し
、
整
備
を
進
め
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

あ
わ
せ
て
、
ご
提
言
に
も
あ
る
よ
う
に
、

【
問
】漆
の
世
界
遺
産
登
録
を
目
指
す
構

想
も
念
頭
に
入
れ
た
取
り
組
み
を
図
る

考
え
は
な
い
か
。

【
市
長
】世
界
遺
産
は
不
動
産
を
対
象
と

し
て
い
る
た
め
漆
は
対
象
外
と
な
る
。

日
本
食
が
登
録
さ
れ
た
こ
と
が
記
憶
に

新
し
い
無
形
文
化
遺
産
と
し
て
の
漆
の

登
録
が
考
え
ら
れ
る
が
、
漆
そ
の
も
の

は
原
材
料
で
あ
り
、
無
形
文
化
財
の
定

義
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
と
思
わ
れ
る

こ
と
か
ら
、
世
界
遺
産
登
録
を
目
指
す

こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

【
問
】二
戸
市
は
、
平
成
17
年
度
現
在
、

山
林
が
62
・
８
％
を
占
め
、
山
林
の
経

済
的
、
環
境
的
な
役
割
は
大
き
い
。
地

域
材
の
安
定
的
・
効
果
的
な
供
給
体
制

の
構
築
、
土
木
分
野
な
ど
の
新
規
分
野

に
お
け
る
木
材
の
利
用
促
進
、
木
質
バ

イ
オ
マ
ス
の
利
用
拡
大
な
ど
に
も
林
野

庁
予
算
を
取
り
込
む
対
応
が
さ
れ
る
べ

き
と
思
う
が
、
い
か
が
か
。

【
市
長
】二
戸
市
森
林
整
備
計
画
を
も
と

に
、
国
の
事
業
で
あ
る
森
林
整
備
地
域

活
動
支
援
交
付
金
事
業
や
市
単
独
事
業

を
活
用
し
、
森
林
組
合
と
連
携
し
な
が

ら
森
林
施
行
団
地
に
よ
る
経
営
計
画
の

作
成
、
市
外
に
在
住
す
る
森
林
所
有
者

と
の
連
絡
調
整
、
森
林
整
備
、
林
内
路

網
整
備
な
ど
に
取
り
組
み
、
今
後
の
森

林
経
営
力
を
強
力
に
す
べ
く
支
援
し
て

い
く
。
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
に
関
し
て
は
、

徐
々
に
普
及
が
進
ん
で
き
て
い
る
こ
と

か
ら
、
国
の
事
業
な
ど
を
活
用
し
、
さ

ら
に
普
及
推
進
し
て
ま
い
り
た
い
。
今

後
も
森
林
組
合
等
関
係
機
関
と
連
携
し
、

治
山
事
業
等
林
業
関
係
事
業
以
外
の
土

木
分
野
で
も
地
域
材
を
活
用
し
た
設
計

の
検
討
を
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
働

き
か
け
て
ま
い
り
た
い
。

【
問
】奥
州
市
の
い
わ
て
ク
リ
ー
ン
セ
ン

タ
ー
終
了
後
の
次
期
産
廃
処
分
場
の
調

査
対
象
地
６
市
10
ケ
所
に
浄
法
寺
地
域

が
入
っ
て
い
る
が
、
市
は
そ
の
こ
と
を

事
前
に
説
明
を
受
け
た
の
か
。

【
市
長
】岩
手
県
で
は
、
昨
年
度
か
ら
候

補
地
の
選
定
作
業
に
入
っ
て
お
り
、
昨

年
７
月
の
１
次
選
定
か
ら
本
年
５
月
の

３
次
選
定
ま
で
が
終
わ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

新
聞
報
道
さ
れ
て
い
る
。
私
の
と
こ
ろ

に
は
、
第
３
次
選
定
の
結
果
、
県
内
で

10
カ
所
が
候
補
地
と
し
て
残
り
、
そ
の

う
ち
の
１
カ
所
が
二
戸
市
に
な
る
と
い

う
こ
と
で
、
本
年
４
月
に
岩
手
県
か
ら

今
ま
で
の
経
緯
と
今
後
の
予
定
に
つ
い

て
説
明
に
来
ら
れ
た
が
、
該
当
市
町
村

か
ら
の
意
見
は
次
の
段
階
で
聞
く
こ
と

林
野
行
政
に
つ
い
て

県
立
高
校
浄
法
寺
校
の
跡
地

利
用
と
漆
の
世
界
遺
産
登
録

に
つ
い
て

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
い
わ
て

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
次
期
整
備

候
補
地
に
つ
い
て

田口一男 議員
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に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

な
お
、
岩
手
県
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で

は
、
第
４
次
選
定
で
６
カ
所
以
内
に
絞

り
込
み
、
そ
の
段
階
で
該
当
市
町
村
か

ら
の
意
見
を
聞
く
予
定
と
の
こ
と
で
あ

る
。
今
後
６
カ
所
以
内
に
二
戸
市
の
候

補
地
が
残
り
、
具
体
的
な
候
補
地
名
が

公
表
さ
れ
た
な
ら
ば
、
議
会
の
皆
様
方

に
ご
説
明
申
し
上
げ
、
ご
意
見
を
伺
っ

た
上
で
岩
手
県
に
対
し
二
戸
市
と
し
て

の
考
え
を
示
し
て
い
き
た
い
。

【
問
】人
口
減
少
に
対
し
て
、
市
と
し
て

早
急
に
取
り
組
む
べ
き
、
考
え
ら
れ
る

こ
と
や
マ
ク
ロ
な
視
点
に
立
っ
た
中
長

期
的
対
応
策
な
ど
に
つ
い
て
市
長
の
見

解
を
伺
う
。

【
市
長
】人
口
減
少
に
対
す
る
対
策
は
、

全
体
的
な
視
点
に
立
ち
、
早
急
に
、
か

つ
一
体
的
に
施
策
を
推
進
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
地

方
の
人
口
減
少
は
産
業
構
造
の
変
化
に

よ
る
人
口
流
出
が
大
き
な
要
因
と
な
っ

て
お
り
、
雇
用
環
境
の
改
善
を
さ
ら
に

進
め
る
こ
と
に
加
え
て
、
こ
こ
で
育
っ

た
方
が
住
み
続
け
た
い
、
戻
っ
て
き
た

い
と
思
っ
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
ま
ず
は
既
に
取
り
組
ん

で
い
る
事
業
の
中
で
人
口
減
少
に
対
応

す
る
施
策
と
し
て
、
効
果
的
な
も
の
に

重
点
的
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。

　

ま
た
、
人
口
流
出
に
加
え
て
出
生
率

の
改
善
も
長
期
的
に
重
要
な
課
題
で
あ

る
の
で
、
子
供
を
産
み
、
育
て
や
す
い

環
境
を
つ
く
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
施

策
や
事
業
を
検
証
し
、
子
育
て
支
援
、

子
育
て
環
境
の
充
実
に
向
け
何
が
で
き

る
の
か
、
ど
こ
を
強
化
す
べ
き
か
を
検

討
し
な
が
ら
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。

　

さ
ら
に
、
当
市
は
新
幹
線
、
高
速
道

路
と
い
っ
た
高
速
交
通
イ
ン
フ
ラ
に
恵

ま
れ
て
お
り
、
首
都
圏
は
も
と
よ
り
、

世
界
と
の
時
間
的
な
距
離
が
短
い
と
い

う
優
位
性
を
持
っ
て
い
る
と
と
も
に
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
代
表
さ
れ
る
情
報

通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
に
よ
り
情

報
の
地
域
間
格
差
は
確
実
に
小
さ
く
な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
本

市
の
優
位
性
も
踏
ま
え
、
市
民
の
皆
様
、

企
業
の
皆
様
に
も
ご
協
力
い
た
だ
き
な

が
ら
、
自
分
た
ち
が
住
み
た
い
と
思
う

ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
こ
と
が
人
口
減

少
を
食
い
と
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
も

の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

【
問
】人
口
減
少
に
よ
る
影
響
を
ど
の
よ

う
に
捉
え
て
い
る
の
か
、
そ
の
見
通
し

を
示
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

【
市
長
】二
戸
市
の
歳
入
の
大
半
を
占
め

る
地
方
交
付
税
の
う
ち
、
普
通
交
付
税

の
算
定
は
国
勢
調
査
人
口
や
児
童
数
な

ど
を
そ
の
算
定
の
基
礎
と
し
て
い
る
も

の
が
多
く
、
人
口
の
減
少
は
交
付
額
に

大
き
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
今
後
も
人
口
の
動
き
と
そ
れ

に
伴
う
交
付
税
制
度
の
方
向
な
ど
に
つ

い
て
も
注
視
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

国
に
お
い
て
は
今
後
地
方
財
政
の
確

保
を
ど
う
し
て
い
く
か
が
明
確
と
な
っ

て
い
な
い
中
で
、
二
戸
市
と
し
て
は
さ

ら
な
る
行
財
政
改
革
や
事
務
事
業
の
創

意
工
夫
を
し
、
健
全
財
政
の
維
持
に
努

め
な
が
ら
、
市
民
福
祉
の
向
上
と
市
勢

の
発
展
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

【
問
】中
長
期
的
に
考
え
れ
ば
財
政
規
模

が
近
隣
町
村
に
お
い
て
も
収
束
傾
向
に

転
じ
た
場
合
に
は
、
合
併
と
い
う
こ
と

も
視
野
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状

況
が
起
こ
る
と
予
測
す
る
。
現
段
階
で

の
市
町
村
合
併
に
対
す
る
市
長
の
考
え

方
に
つ
い
て
伺
う
。

【
市
長
】合
併
に
関
し
て
は
住
ん
で
い
る

皆
さ
ん
の
意
識
に
も
当
然
配
慮
す
る
必

要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
ま
ず
は
広
域
連

携
な
ど
の
制
度
を
使
い
な
が
ら
事
務
の

効
率
化
を
図
る
こ
と
を
検
討
す
る
と
と

も
に
、
民
間
レ
ベ
ル
で
の
医
療
あ
る
い

は
教
育
な
ど
の
交
流
を
進
め
る
こ
と
が

必
要
で
あ
り
、
現
時
点
で
は
市
町
村
合

併
に
つ
い
て
は
考
え
て
い
な
い
。

【
問
】減
反
政
策
に
よ
っ
て
米
づ
く
り
を

半
世
紀
も
ス
ト
ッ
プ
さ
せ
た
目
的
は
何

か
。
ま
た
、
そ
の
目
的
は
全
う
さ
れ
た

の
か
。

【
市
長
】米
の
需
要
量
は
食
生
活
の
変
化

等
に
よ
り
、
昭
和
30
年
代
後
半
を
ピ
ー

ク
に
ほ
ぼ
一
貫
し
て
減
少
傾
向
と
な
り
、

昭
和
40
年
代
前
半
に
大
豊
作
が
続
い
た

こ
と
な
ど
も
あ
っ
て
、
食
管
制
度
に
よ

る
政
府
全
量
買
入
制
度
の
下
で
政
府
在

庫
が
７
２
０
万
ト
ン
（
昭
和
45
年
）
と

な
り
、
膨
大
な
過
剰
在
庫
が
発
生
し
、

第
１
次
過
剰
米
処
理
を
実
施
し
て
い
る
。

米
の
生
産
量
を
抑
制
す
る
こ
と
が
急
務

と
な
り
、
昭
和
46
年
度
か
ら
水
田
の
休

人
口
減
少
へ
の
対
応
策
に
つ
い
て

財
政
の
見
通
し
に
つ
い
て

内沢真申 議員

半
世
紀
に
わ
た
る
減
反
政
策

の
功
罪
の
総
括
に
つ
い
て

鷹場美千雄 議員
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耕
な
ど
を
中
心
と
し
た
生
産
調
整
（
減

反
）
が
本
格
的
に
開
始
さ
れ
た
。
そ
の

後
も
、
昭
和
50
年
代
半
ば
に
第
２
次
過

剰
米
が
発
生
。
そ
の
対
応
と
し
て
現
在

ま
で
生
産
調
整
が
行
わ
れ
て
き
た
も
の

と
認
識
し
て
い
る
。

　

需
要
と
供
給
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
つ
た

め
行
わ
れ
て
き
た
国
の
政
策
で
あ
り
、

そ
の
目
的
は
達
成
さ
れ
た
も
の
と
捉
え

て
い
る
。

【
問
】減
反
政
策
に
よ
っ
て
水
田
を
中
心

に
全
国
に
耕
作
放
棄
地
が
広
が
っ
て
い

っ
た
事
実
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
ど
の
よ
う

に
考
え
て
い
る
か
。

【
市
長
】全
国
農
業
会
議
所
の
調
査
に
よ

る
と
、
耕
作
放
棄
地
の
発
生
要
因
と
し

て
「
高
齢
化
・
労
働
力
不
足
」
と
の
回

答
が
最
も
多
く
８
割
を
超
え
て
い
る
。

こ
れ
に
次
い
で
多
い
回
答
は
、「
土
地
条

件
が
悪
い
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
回

答
を
地
域
類
型
別
に
見
る
と
、
平
地
農

業
地
域
で
は
約
４
割
で
あ
る
の
に
対
し
、

中
山
間
地
域
で
は
約
６
割
と
な
っ
て
お

り
、
こ
の
土
地
条
件
の
差
が
中
山
間
地

域
に
お
け
る
耕
作
放
棄
地
が
特
に
進
ん

で
い
る
主
要
な
要
因
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
米
の
生
産
調
整
に
伴
う
減
反
政

策
も
一
つ
の
要
因
で
あ
る
と
捉
え
て
い

る
。

【
問
】地
方
自
治
体
と
し
て
推
進
し
て
き

た
こ
と
に
何
も
感
じ
な
い
こ
と
も
含
め

て
コ
メ
ン
ト
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

【
市
長
】国
は
そ
の
時
々
の
経
済
情
勢
な

ど
に
応
じ
た
米
政
策
を
進
め
て
き
た
も

の
と
思
っ
て
お
り
、
市
と
し
て
は
、
そ

の
制
度
の
中
で
取
り
組
み
を
推
進
す
る

こ
と
が
農
家
に
と
っ
て
最
も
有
利
と
判

断
し
、
国
、
県
の
指
導
の
も
と
、
農
協

等
関
係
団
体
と
協
議
を
重
ね
な
が
ら
推

進
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

【
問
】今
後
の
二
戸
市
の
稲
作
を
ど
の
よ

う
に
指
導
し
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
い
く

の
か
。

【
市
長
】本
年
度
よ
り
「
経
営
所
得
安
定

対
策
の
見
直
し
」
に
よ
り
、
米
の
直
接

支
払
交
付
金
は
反
当
が
１
万
５
０
０
０

円
か
ら
７
５
０
０
円
に
見
直
し
と
な
っ

た
が
、
こ
の
制
度
の
「
振
替
・
拡
充
」

と
し
て
、
水
田
だ
け
で
は
な
く
畑
、
草

地
を
含
め
て
諸
対
策
が
講
じ
ら
れ
て
い

る
。
市
と
し
て
は
、
農
業
者
の
主
体
性

を
重
ん
じ
な
が
ら
、
引
き
続
き
水
田
フ

ル
活
用
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
売
れ

る
米
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
く
。

【
問
】餌
米
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
ど
の
よ

う
に
農
家
に
取
り
組
ま
せ
る
の
か
具
体

的
に
説
明
を
。

【
市
長
】飼
料
用
米
に
つ
い
て
は
、
本
年

度
の
水
田
フ
ル
活
用
の
見
直
し
に
よ
り

数
量
払
が
導
入
さ
れ
る
な
ど
改
正
点
も

あ
る
が
、
引
き
続
き
推
進
し
て
い
く
。

飼
料
用
米
を
生
産
す
る
農
家
に
は
「
水

田
活
用
の
直
接
支
払
交
付
金
」
を
活
用

し
交
付
金
が
直
接
交
付
さ
れ
る
。
本
年

度
の
当
市
の
飼
料
用
米
の
作
付
面
積
は
、

昨
年
度
の
約
60
ヘ
ク
タ
ー
ル
か
ら
約

１
０
０
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
拡
大
す
る
予
定

で
あ
る
。

【
問
】人
口
減
少
に
よ
り
自
治
体
の
行
政

機
能
が
消
滅
の
危
機
に
直
面
し
て
い
る

と
の
日
本
創
成
会
議
の
提
言
に
つ
い
て
、

市
の
認
識
を
伺
う
。

【
市
長
】推
計
結
果
を
そ
の
ま
ま
捉
え
る

の
で
は
な
く
地
域
が
置
か
れ
た
社
会
、

経
済
状
況
な
ど
も
勘
案
し
な
が
ら
数
値

を
捉
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て

い
る
。

【
問
】４
市
町
村
の
共
同
に
よ
る
行
政
施

策
の
取
組
み
に
つ
い
て
市
長
の
見
解
は
。

【
市
長
】共
同
処
理
に
よ
り
住
民
サ
ー
ビ

ス
を
維
持
し
な
が
ら
効
率
化
す
る
こ
と

は
当
然
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
今
後

は
、
事
務
の
定
型
性
が
高
く
専
門
的
な

知
識
が
求
め
ら
れ
る
分
野
あ
る
い
は
保

健
、
福
祉
と
い
っ
た
人
的
体
制
が
縮
小

さ
れ
る
こ
と
で
住
民
サ
ー
ビ
ス
に
影
響

が
出
や
す
い
分
野
に
つ
い
て
も
、
共
同

処
理
を
考
え
る
時
期
が
来
る
と
感
じ
て

い
る
。

【
問
】二
戸
市
総
合
計
画
策
定
に
当
た
っ

て
は
発
想
の
転
換
に
よ
る
大
胆
な
政
策

を
。

【
市
長
】こ
れ
ま
で
取
り
組
ん
だ
施
策
を

人
口
減
少
と
い
う
視
点
か
ら
し
っ
か
り

検
証
し
、
そ
の
上
で
市
民
の
皆
さ
ん
と

お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
二
戸
市
の

置
か
れ
て
い
る
現
状
を
把
握
す
る
こ
と

か
ら
始
ま
る
と
考
え
て
い
る
。
市
民
や

企
業
の
皆
さ
ん
に
も
ご
協
力
い
た
だ
き

な
が
ら
政
策
を
組
み
立
て
て
ま
い
り
た

い
。

【
問
】雇
用
の
場
の
確
保
に
つ
い
て
、
実

現
可
能
な
持
続
性
あ
る
政
策
を
ど
の
よ

う
に
考
え
て
い
る
か
。

【
市
長
】雇
用
の
場
の
確
保
に
つ
い
て
、

農
林
畜
産
業
は
大
切
な
雇
用
の
場
の
一

つ
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
観
光
産
業

や
高
齢
化
に
伴
う
福
祉
事
業
も
同
様
と

思
う
。
農
林
畜
産
業
に
よ
る
雇
用
の
場

を
確
保
し
て
い
く
に
は
、
食
を
キ
ー
ワ

ー
ド
と
し
、
ま
ず
は
地
元
の
農
産
物
が

安
定
に
出
荷
で
き
る
環
境
が
必
要
と
考

え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
農
産
物
が
食
品

加
工
に
よ
り
付
加
価
値
が
高
ま
る
こ
と

及川正信 議員

人
口
減
少
が
加
速
化
す
る

二
戸
市
の
在
り
方
に
つ
い
て
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で
さ
ら
に
雇
用
が
拡
大
し
、
将
来
的
に

商
業
や
観
光
に
も
つ
な
が
る
も
の
と
思

う
。
農
業
か
ら
商
工
業
、
観
光
な
ど
一

体
と
な
っ
た
施
策
を
構
築
し
、
産
業
の

底
上
げ
を
進
め
雇
用
の
場
の
確
保
に
努

め
て
ま
い
り
た
い
。

【
問
】観
光
産
業
振
興
の
必
要
性
と
具
体

的
取
組
み
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る

か
。

【
市
長
】観
光
産
業
は
、
宿
泊
、
飲
食
業
、

小
売
業
、
運
輸
業
な
ど
の
裾
野
の
広
い

産
業
で
あ
り
、
交
流
人
口
の
増
加
な
ど

地
域
経
済
の
活
性
に
つ
な
が
る
も
の
と

捉
え
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
具
体
的
な
取
り
組
み
と

し
て
は
、
Ｉ
Ｇ
Ｒ
の
連
携
に
よ
る
エ
コ

ツ
ー
を
行
っ
て
お
り
、
こ
の
ツ
ア
ー
は

体
験
型
観
光
モ
デ
ル
の
５
地
区
、
金
田

一
地
区
、
坂
本
地
区
、
足
沢
地
区
、
杉

沢
地
区
、
門
崎
地
区
を
ベ
ー
ス
に
始
め

た
も
の
で
、
リ
ピ
ー
タ
ー
も
ふ
え
安
定

的
な
集
客
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
れ

は
地
域
の
人
た
ち
の
ガ
イ
デ
ィ
ン
グ
や

お
い
し
い
料
理
の
提
供
、
体
験
に
よ
る

と
こ
ろ
が
大
き
い
も
の
と
思
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
個
人
で
気
軽
に
参
加
で
き
る

駅
か
ら
ハ
イ
キ
ン
グ
な
ど
も
行
わ
れ
て

お
り
、
好
評
を
得
て
い
る
。

　

今
後
に
お
い
て
も
、
都
市
部
の
シ
ニ

ア
層
や
フ
ァ
ミ
リ
ー
層
に
タ
ー
ゲ
ッ
ト

を
絞
り
、
日
常
の
生
活
で
は
味
わ
う
こ

と
の
で
き
な
い
癒
や
し
や
体
験
な
ど
を

テ
ー
マ
と
し
、
磨
き
上
げ
を
行
い
、
ツ

ア
ー
の
商
品
開
発
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

【
問
】人
口
を
何
人
く
ら
い
に
維
持
し
よ

う
と
お
考
え
か
。

【
市
長
】２
万
人
台
を
維
持
し
た
い
。

【
問
】少
子
化
対
策
に
向
け
て
財
政
的
に

傾
斜
配
分
す
る
た
め
に
政
策
全
般
を
洗

い
直
す
べ
き
で
は
。

【
市
長
】人
口
減
少
に
対
す
る
施
策
と
し

て
少
子
化
対
策
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。

一
方
で
、
雇
用
の
確
保
、
子
育
て
支
援

の
充
実
、
社
会
基
盤
の
整
備
な
ど
複
合

的
な
取
り
組
み
が
必
要
と
考
え
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
事
務
事
業
評
価
、
財
源

確
保
の
取
り
組
み
を
継
続
す
る
と
と
も

に
、
出
産
、
保
育
、
教
育
な
ど
の
施
策

に
つ
い
て
も
人
口
減
少
と
い
う
視
点
か

ら
効
果
・
一
体
性
・
財
源
な
ど
を
総
合

的
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。 

【
問
】安
倍
政
権
は
戦
争
す
る
国
づ
く
り

に
暴
走
。
東
北
６
県
市
町
村
長
９
条
の

会
連
合
も
設
置
さ
れ
た
。
安
倍
首
相
の

集
団
的
自
衛
権
行
使
容
認
、
解
釈
改
憲

の
動
き
に
つ
い
て
の
見
解
と
行
動
は
。

【
市
長
】近
年
安
全
保
障
環
境
の
変
化
な

ど
に
よ
り
必
要
な
自
衛
権
の
あ
り
方
と

し
て
盛
ん
に
議
論
さ
れ
て
い
る
も
の
と

思
う
。
集
団
的
自
衛
権
行
使
容
認
、
憲

法
解
釈
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
私
と

し
て
は
十
分
な
説
明
の
も
と
に
広
く
議

論
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
私
自
身
の
行
動
に
つ
い
は
、
現

段
階
に
お
い
て
考
え
て
は
い
な
い
。

【
問
】地
方
教
育
行
政
法
改
定
案
は
、
教

育
委
員
会
の
独
立
性
を
な
く
し
、
国
や

首
長
が
教
育
内
容
に
介
入
す
る
仕
組
み

を
つ
く
り
、
教
育
の
自
由
と
自
主
性
を

侵
害
す
る
も
の
。
見
解
と
二
戸
市
教
育

委
員
会
と
し
て
の
取
り
組
み
の
基
本
的

な
点
に
つ
い
て
伺
う
。

【
教
育
長
】二
戸
市
教
育
委
員
会
事
務
局

と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
教
育
委
員

会
制
度
の
運
用
面
に
お
い
て
次
の
よ
う

な
対
応
を
し
、
意
を
注
い
で
き
て
い
る
。

ま
ず
、
定
期
的
に
開
催
さ
れ
る
教
育
委

員
会
会
議
の
ほ
か
に
必
要
に
応
じ
教
育

委
員
会
協
議
会
を
開
催
し
、
適
時
適
切

に
各
教
育
委
員
の
意
見
の
集
約
や
教
育

委
員
会
と
し
て
の
方
針
の
確
立
に
努
め

て
い
る
。
ま
た
、
各
教
育
委
員
に
対
し
、

各
小
中
学
校
の
経
営
計
画
や
学
び
フ
ェ

ス
ト
な
ど
を
冊
子
に
し
て
配
付
し
、
あ

り
の
ま
ま
の
姿
を
お
知
ら
せ
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
運
動
会
や
学
習
発
表
会
な
ど

の
機
会
を
捉
え
学
校
現
場
に
足
を
運
ん

で
い
た
だ
き
、
教
育
委
員
と
し
て
の
率

直
な
感
想
や
意
見
を
い
た
だ
い
て
い
る
。

　

今
般
の
法
律
改
正
に
よ
り
、
教
育
委

員
会
の
制
度
面
の
見
直
し
が
行
わ
れ
た

と
し
て
も
、
運
用
面
に
お
い
て
は
各
市

町
村
教
育
委
員
会
の
創
意
工
夫
が
一
層

期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と

も
、
い
ろ
い
ろ
な
ご
意
見
に
謙
虚
に
耳

を
傾
け
、
教
育
行
政
を
推
進
し
て
い
く
。

【
問
】助
成
対
象
年
齢
引
き
上
げ
は
評
価

す
る
が
、
所
得
制
限
で
２
割
の
子
を
対

象
外
に
は
納
得
で
き
な
い
。
所
得
制
限

は
撤
廃
し
、
県
に
現
物
給
付
を
求
め
る

べ
き
。

【
市
長
】今
回
限
ら
れ
た
財
源
の
中
で
市

の
単
独
事
業
と
し
て
、
対
象
児
童
を
小

学
校
卒
業
ま
で
拡
大
す
る
も
の
で
、
所

得
の
あ
る
方
に
は
負
担
を
お
願
い
す
る

も
の
で
あ
る
。

　

医
療
費
助
成
の
現
物
給
付
方
式
の
実

施
に
は
、
市
の
給
付
シ
ス
テ
ム
改
修
の

ほ
か
に
関
係
す
る
医
療
機
関
や
診
療
報

教
育
委
員
会
改
悪
に
つ
い
て

解
釈
改
憲
、
集
団
的
自
衛
権

行
使
容
認
に
つ
い
て

子
ど
も
医
療
費
の
助
成
拡
大
・

充
実

畠中泰子 議員
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会
議
録
は
、
定
例
会
、
臨
時
会
で

の
本
会
議
の
す
べ
て
の
内
容
を
記
録
・

製
本
し
て
、
市
役
所
１
階
情
報
公
開

コ
ー
ナ
ー
、
市
立
図
書
館
及
び
浄
法

寺
カ
シ
オ
ペ
ア
セ
ン
タ
ー
に
備
え
て

あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
18
年
以
降
の
定
例
会
・

臨
時
会
の
会
議
録
を
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
閲
覧
・
検
索
で
き
ま
す
。

▼
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
二
戸
市
議
会
」

か
ら

「
会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ム
」
へ
▲

市
議
会
会
議
録
を
公
開

し
て
い
ま
す
！

酬
支
払
い
機
関
な
ど
の
シ
ス
テ
ム
改
修

が
必
要
と
な
る
。
県
内
全
市
町
村
が
償

還
払
い
方
式
で
あ
り
、
全
て
の
意
向
が

ま
と
ま
れ
ば
県
に
対
し
働
き
か
け
も
で

き
る
と
思
う
が
、
新
た
な
経
費
負
担
の

財
源
や
国
保
特
別
会
計
へ
の
国
庫
負
担

金
等
の
減
額
措
置
と
い
っ
た
課
題
も
出

て
く
る
の
で
、
他
市
町
村
の
動
向
を
見

な
が
ら
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

【
問
】昨
年
12
月
に
消
防
団
支
援
法
が
成

立
し
、
手
当
、
報
酬
を
積
極
的
に
引
き

上
げ
る
よ
う
通
知
。
二
戸
市
の
手
当
と

班
長
・
団
員
の
報
酬
が
交
付
税
単
価
を

大
き
く
下
回
っ
て
お
り
、
見
直
す
べ
き
。

【
市
長
】消
防
団
員
の
処
遇
改
善
の
一

環
と
し
て
、
平
成
25
年
４
月
１
日
に
出

動
手
当
の
額
を
１
回
当
た
り
２
８
０
０

円
に
増
額
改
定
し
た
。
改
定
後
の
出

動
手
当
の
額
は
、
交
付
税
単
価
１
回

７
０
０
０
円
に
は
及
ば
な
い
が
、
全
国

に
お
け
る
火
災
出
動
の
条
例
平
均
額
１

回
２
５
６
２
円
を
上
回
り
、
火
災
出
動

の
手
当
額
は
平
成
26
年
４
月
１
日
現
在

で
県
内
最
高
額
と
な
っ
て
い
る
。
市
と

し
て
も
、
法
律
の
趣
旨
を
十
分
尊
重
し
、

地
域
防
災
の
中
核
と
な
る
市
消
防
団
活

動
の
強
化
を
図
る
た
め
、
装
備
の
充
実

な
ど
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
消
防
団

の
活
動
実
態
や
他
団
体
の
状
況
な
ど
を

見
な
が
ら
、
引
き
続
き
検
討
し
て
い
き

た
い
。

【
問
】組
合
事
業
が
な
い
中
で
公
金
支
出

は
看
過
で
き
な
い
。
広
域
化
で
３
億
円

の
無
駄
な
支
出
で
は
な
い
か
。
事
務
局

事
務
も
市
に
負
担
。
早
期
の
解
散
が
必

要
で
あ
り
、
見
込
め
な
け
れ
ば
管
理
者
・

事
務
局
を
九
戸
村
に
移
す
べ
き
。

【
市
長
】本
年
１
月
に
開
催
さ
れ
た
岩
手

北
部
広
域
環
境
組
合
管
理
者
互
選
会
議

に
お
い
て
、
７
市
町
村
長
か
ら
は
二
戸

市
に
お
願
い
し
た
い
と
強
く
要
望
さ
れ
、

私
か
ら
は
８
市
町
村
が
解
散
ま
で
の
期

間
一
緒
に
な
っ
て
進
ん
で
い
く
よ
う
お

願
い
し
、
管
理
者
を
引
き
受
け
た
も
の

で
あ
る
。
今
後
は
で
き
る
だ
け
早
期
の

組
合
解
散
に
向
け
た
取
り
組
み
を
行
っ

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
れ

ま
で
２
度
に
わ
た
っ
て
二
戸
管
内
の
４

市
町
村
長
と
４
議
長
が
協
議
を
重
ね
、

文
書
ま
で
提
出
し
て
き
た
こ
と
以
上
の

こ
と
が
現
段
階
で
は
で
き
な
い
状
況
で

あ
り
、
６
月
議
会
も
含
め
た
九
戸
村
の

動
き
を
見
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

消
防
団
支
援
法
の
成
立
に
伴
う

消
防
団
の
処
遇
改
善
を

北
部
広
域
環
境
組
合
の
解
散
を

　

　

　各定例会の一般質問を録音し、 カシオペアＦＭより放送しております。 放送は、 定例会期間中と定例

会終了後に各１回放送します。 詳しい放送日程は議会事務局またはカシオペアＦＭにお問い合わせくだ

さい。

　※　次回の放送は、 ９月定例会中と９月定例会終了後に放送する予定です。

  【問い合わせ先】 議会事務局  ℡　２３－３１１１　　　カシオペアＦＭ  ℡　２３－８７７９

一 般 質 問 の ラ ジ オ 放 送

カシオペアＦＭ（周波数７７．９ＭＨＺ）



平成２６年９月２日　　　　　　　-14-

議　員　名
交 付 額
（①）

支出額計
精 算 額
（②）

残　　額
（①－②）

　　　　　　支　　　出　　　の　　　内　　　訳

調査研究費 研修費 広報費 公聴費 要請・陳情活動費 会議費 資料作成費 資料購入費 人件費 事務所費

高 村 人 司 120,000 129,860 120,000 0 40,460 15,000 74,400

駒 木　  昇 120,000 122,770 120,000 0 31,580 68,705 22,485

田 村 隆 博 120,000 44,598 44,598 75,402 5,198 39,400

内 沢 真 申 120,000 129,560 120,000 0 129,560

米 田  　誠 120,000 55,230 55,230 64,770 16,270 18,720 20,240

田 口 一 男 120,000 92,768 92,768 27,232 77,080 9,600 6,088

菅 原 恒 雄 120,000 194,860 120,000 0 34,110 15,000 145,750

田 代 博 之 120,000 54,730 54,730 65,270 2,890 39,400 12,440

小笠原 清晃 120,000 40,540 40,540 79,460 30,220 10,320

三 浦 利 章 120,000 178,404 120,000 0 77,080 101,324

清 川 明 彬 120,000 90,038 90,038 29,962 61,780 6,177 22,081

鷹場 美千雄 120,000 0 0 120,000

畠 中 泰 子 120,000 145,877 120,000 0 4,140 9,510 3,270 103,480 25,477

田 中 勝 二 120,000 123,788 120,000 0 40,460 15,000 57,540 10,788

大 沢 孫 吉 120,000 33,510 33,510 86,490 33,510

國 分 敏 彦 120,000 201,109 120,000 0 77,515 4,000 76,545 1,050 10,320 31,679

岩 崎 敬 郎 120,000 134,820 120,000 0 120,000 14,820

田 口  　一 120,000 120,292 120,000 0 92,160 10,302 11,580 6,250

新 畑 鉄 男 120,000 77,080 77,080 42,920 77,080

及 川 正 信 120,000 122,560 120,000 0 5,240 12,000 33,320 72,000

鈴 木 忠 幸 120,000 33,520 33,520 86,480 5,100 28,420

合　計 2,520,000 2,125,914 2,125,914 677,986 556,745 268,635 398,117 9,510 78,800 0 32,799 586,705 0 194,603

（単位：円）

※ 西野省史議員からは、交付申請はありませんでした。

※ 残額については、各議員より二戸市の歳入に返還されます。

第４回臨時会

　平成 26 年５月 26 日に第４回臨時会が召集され、次の６議案
全てが承認・可決されました。

【専決処分の承認】
■議案第１号「二戸市税条例の一部を改正する条例」
■議案第２号「平成 25 年度二戸市一般会計補正予算（第 11 号）」
■議案第３号「平成 25 年度二戸市下水道事業特別会計補正予算

（第７号）」
■議案第４号「平成 25 年度二戸市土地区画整理事業特別会計補
正予算（第５号）」

【財産の取得】
■議案第５号「財産（医療機器）の取得について」
○全身用 X 線 CT 撮影装置システム一式（浄法寺診療所）

【請負契約の締結】
■議案第６号「福岡中学校解体工事の請負契約の締結について」
○請負者　㈱丹野組

【審議結果】
議案第４号は「賛成多数」（反対は田口一男議員、畠中泰子議員）、
そのほかは「全員賛成」（鷹場美千雄議員は欠席）

　平成 26 年７月 29 日に第５回臨時会が召集
され、次の４議案全てが可決されました。

【財産の取得】
■議案第１号「財産（車両）の取得について」
○消防ポンプ自動車１台
　小型動力ポンプ付積載車３台　
■議案第２号「財産（車両）の取得について」
○除雪用ドーザ 14 ｔ級車輪式１台
■議案第３号「財産（楽器）の取得について」
○市民文化会館のコンサートグランドピアノ一式

【補正予算】
■議案第４号「平成 26 年度二戸市一般会計補
正予算（第３号）　 
　　　　　　　　　      　補正額　６５７０万円
石綿含有セメントの飛散防止や作業員の安全を
確保しながら工事を行う必要が生じたため増額
するもの

【審議結果】全議案とも「全員賛成」　

第５回臨時会

【平成 25年度政務活動費執行状況】
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議　員　名
交 付 額
（①）

支出額計
精 算 額
（②）

残　　額
（①－②）

　　　　　　支　　　出　　　の　　　内　　　訳

調査研究費 研修費 広報費 公聴費 要請・陳情活動費 会議費 資料作成費 資料購入費 人件費 事務所費

高 村 人 司 120,000 129,860 120,000 0 40,460 15,000 74,400

駒 木　  昇 120,000 122,770 120,000 0 31,580 68,705 22,485

田 村 隆 博 120,000 44,598 44,598 75,402 5,198 39,400

内 沢 真 申 120,000 129,560 120,000 0 129,560

米 田  　誠 120,000 55,230 55,230 64,770 16,270 18,720 20,240

田 口 一 男 120,000 92,768 92,768 27,232 77,080 9,600 6,088

菅 原 恒 雄 120,000 194,860 120,000 0 34,110 15,000 145,750

田 代 博 之 120,000 54,730 54,730 65,270 2,890 39,400 12,440

小笠原 清晃 120,000 40,540 40,540 79,460 30,220 10,320

三 浦 利 章 120,000 178,404 120,000 0 77,080 101,324

清 川 明 彬 120,000 90,038 90,038 29,962 61,780 6,177 22,081

鷹場 美千雄 120,000 0 0 120,000

畠 中 泰 子 120,000 145,877 120,000 0 4,140 9,510 3,270 103,480 25,477

田 中 勝 二 120,000 123,788 120,000 0 40,460 15,000 57,540 10,788

大 沢 孫 吉 120,000 33,510 33,510 86,490 33,510

國 分 敏 彦 120,000 201,109 120,000 0 77,515 4,000 76,545 1,050 10,320 31,679

岩 崎 敬 郎 120,000 134,820 120,000 0 120,000 14,820

田 口  　一 120,000 120,292 120,000 0 92,160 10,302 11,580 6,250

新 畑 鉄 男 120,000 77,080 77,080 42,920 77,080

及 川 正 信 120,000 122,560 120,000 0 5,240 12,000 33,320 72,000

鈴 木 忠 幸 120,000 33,520 33,520 86,480 5,100 28,420

合　計 2,520,000 2,125,914 2,125,914 677,986 556,745 268,635 398,117 9,510 78,800 0 32,799 586,705 0 194,603

※ 西野省史議員からは、交付申請はありませんでした。

※ 残額については、各議員より二戸市の歳入に返還されます。

【平成 25年度政務活動費執行状況】

平成 25 年度

政 務 活 動 費

の報告です

　政務活動費は、議員が行う

調査研究、研修、公聴広報、

市民相談の活動などに要す

る経費や、要請・陳情活動

に要する経費が対象となり、

それらの経費の一部として

議員１人当たり月１万円（年

額 12 万円 ）が交付される

ものです。なお、12 万円を

超える支出については自己

負担となっています。

　

去
る
５
月
28
日
に
東
京
都
で
開
催
さ
れ
た
第
90
回
全
国

市
議
会
議
長
会
定
期
総
会
に
お
い
て
、
議
員
在
職
40
年
以

上
、
同
25
年
以
上
及
び
同
20
年
以
上
の
表
彰
が
行
わ
れ
、

次
の
４
名
の
議
員
が
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

全国市議会議長会における議員表彰
　
　
　
　
　
　

議
員
在
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年
以
上
表
彰
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議
員
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職

　
　
　
　
　
　

��
年
以
上
表
彰

鷹
場
美
千
雄　

議
員　

　
　
　
　
　
　

議
員
在
職

　
　
　
　
　
　

��
年
以
上
表
彰

大
沢　

孫
吉　

議
員　

　
　
　
　
　
　

議
員
在
職

　
　
　
　
　
　

40
年
以
上
表
彰

及
川　

正
信　

議
員　
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　で構成する特別委員会を設置するものとする。
       （議員研修の充実強化）
第12条　議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図
　るため、議員研修の充実強化を図るものとする。　
２　議会は、議員研修の充実強化に当たり、各分野の専門家
　その他の有識者との研修会を積極的に開催するものとする。
       （議会広報の充実）
第13条　議会は、議案に対する議員個々の賛否の公表等広く
　議会活動の内容について情報の提供に努めるものとする。
２　議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活
　用することにより、多くの市民が議会と市政に関心を持つ
　よう公聴広報活動に努めるものとする。
       （交流及び連携の推進）
第14条　議会は、地方分権時代にふさわしい広域的政策につ
　いて調査研究するため、他自治体の議会との交流及び連携
　を推進するものとする。
       （議会事務局の体制整備）
第15条　議会は、議員の政策形成及び政策立案等を補助する
　組織として、議会事務局の調査機能や法務機能の充実強化
　を図るものとする。
       （議会図書室の充実）
第16条　議会は、調査研究に資するため、議会図書の充実に
　努めるものとする。
　　     第６章　政務活動費
       （政務活動費）
第17条　二戸市議会政務活動費の交付に関する条例（平成 18
　年二戸市条例第５号）の規定により、政務活動費の交付を
　受けた議員は、政務活動費の適正な執行に努めなければな
　らない。
２　議会は、議長が別に定めるところにより、政務活動費の

　収支報告書を公開する。
              第７章　議員定数、政治倫理
       （議員定数）
第18条　議員定数の改定に当たっては、市政の現状と課題及
　び将来の予測と展望等を十分に勘案するとともに、市民の
　意見を聴取するものとする。
２　市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除
　き、委員会又は議員が議員定数の条例改正議案を提出する
　場合は、検討経過等を明らかにするものとする。
       （政治倫理）
第19条　議員は、市民全体の代表者として高い倫理的義務が
　課せられていることを常に自覚し、良心と責任感を持って、
　議員の品位を保持し、識見を養うよう努めなければならな
　い。
２　議会は、議員の政治倫理に関して別に条例で定める。
             第８章　最高規範性と見直し手続
       （最高規範性）
第20条　この条例は、議会の最高規範であり、議会に関する
　他の条例その他の規定を制定し、又は改廃する場合は、こ
　の条例の趣旨を尊重し、この条例との整合を図るものとする。
       （見直し手続）
第21条　議会は、常に市民の意見及び社会情勢の変化等を勘
　案し、必要があると認めるときは、この条例の規定につい
　て検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるも
　のとする。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第４条第２
項の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示
される一般選挙から適用する。

　

二
戸
市
議
会
で
は
、
市
民
に
開
か
れ

た
議
会
、
市
民
参
加
型
の
議
会
を
構
築

す
る
た
め
、
６
月
５
日
と
11
日
に
議
会

報
告
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

主
に
平
成
26
年
度
当
初
予
算
に
つ
い

て
の
報
告
が
な
さ
れ
、
市
民
の
皆
様
か

ら
は
、
少
子
化
対
策
、
老
朽
施
設
の
解

体
、
外
灯
、
除
雪
な
ど
に
つ
い
て
の
ご

要
望
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
こ

の
報
告
会
に
つ
い
て
の
ご
意
見
も
頂
戴

し
ま
し
た
。

　

今
後
も
よ
り
よ
い
議
会
報
告
会
と
な

る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。
多
数
の

ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

≪６月５日：にのへシビックセンター≫

≪６月５日：金田一コミュニティセンター≫≪６月 11 日：浄法寺文化交流センター≫

議
会
報
告
会
を
開
催
し
ま
し
た
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          前　文

　二戸市議会は、二元代表制の下、市長とともに選挙を通じ
て市民の信託を受けた市の代表機関である。
　議会は多人数による合議制の機関として、市長は独任制の
機関としてそれぞれの異なる特性を生かし、市民の意思を市
政に的確に反映させるために競い、協力し合いながら、市と
しての最高の意思決定を導く共通の使命が課せられている。
　また、地方分権時代にあって自治体の自主性と責任が拡大
するなか、市長その他の執行機関の監視及び評価並びに政策
立案及び提言等議会が持てる機能を十分に発揮するためには、
議員個々が研鑽を重ね、識見と品格の向上を図り、議決機関
の一員として責務を果たす必要がある。
　議会は、広く情報公開と説明責任を果たすことにより、議
会の公正性、透明性を確保するとともに、市民との絆を強固
なものに築き上げなければならない。
　議会は今、まさに議員自らの創意によって議会活動の活性
化や開かれた議会の構築が求められている。
　よってここに、二戸市議会は意思決定機関として、議会と
市民や市長等執行機関との関係、議会の活動原則、議会改革
の推進等を定め、これを確実に実行する旨を市民に誓い、議
会の最高規範としてこの条例を制定する。

　　　第１章　総則
       （目的）
第１条　この条例は、議会に関する基本事項を定めることに
　より、議会及び議員の活動の充実と活性化を図り、議会へ
　民意を反映させるとともに、議会の情報公開と説明責任を
　果たし、市民福祉の向上と活力ある二戸市のまちづくりを
　実現することを目的とする。
　　　第２章　議会及び議員の活動原則
       （議会の活動原則）
第２条　議会は、市民の代表機関として、次に掲げる原則に
　基づいて活動するものとする。
　(1)　公正性及び透明性を確保し、市民に開かれた議会を目
　　指すこと。
　(2)　市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映させる
　　ための運営に努めること。
　(3)　把握した市民の多様な意見は、政策提言及び政策立案
　　に生かすように努めること。
　(4)　市民の傍聴の意欲を高める議会運営を行うこと。
 　 （議員の活動原則）
第３条　議員は、議会を構成する一員として、次に掲げる原
　則に基づいて活動するものとする。
　(1)　議会が言論の場であること及び合議制の機関であるこ
　　とを十分認識し、議員間の討議を重んじること。
　(2)　日常の調査及び研修活動を通じて自らの資質の向上に
　　 努め、市民の代表者としてふさわしい活動を行うこと。
　(3)　議会活動について、市民に対して説明責任を果たすこ
　　と。
　(4)　 市民全体の福祉の向上を目指して活動すること。
　  （会派）
第４条　議員は、議会活動を行うため、会派を結成すること
　ができる。
２　会派は、政策を中心とした同一理念を有する議員で構成
　し、政策立案及び政策決定等に関し、合意形成に努めるも
　のとする。
　　    第３章　市民と議会の関係

　  （市民参加及び市民との連携）
第５条　議会は、自ら政策の企画立案等を行おうとするとき
　は、その過程において市民が参画できる機会の提供に努め
　なければならない。
２　議会は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）に規定す
　る公聴会制度及び参考人制度を活用し、議会の審議に反映
　するよう努めるものとする。
３　議会は、議会における会議を原則公開とする。
４　議会は、市民に対し説明責任を果たすとともに、市民の
　意見を的確に把握するため、議会報告会及び市民との意見
　交換会を開催するものとする。
５　議会報告会に関することは、別に定める。
　　　第４章　市長等執行機関と議会及び議員の関係
　  （市長等との関係）
第６条　議会は、市長その他の執行機関及びその補助職員（以
　下「市長等」という。）と常に緊張ある関係を保持し、事務
　の執行の監視及び評価を行うものとする。
２　本会議における議員と市長等との質疑応答は、論点及び
　争点を明確にするため、一問一答方式で行うことができる
　ものとする。
３　委員会は、委員会の調査又は審査に必要な説明又は答弁
　のため、議長を通じて市長等の出席を求めることができる。
４　議長から本会議及び委員会に出席を要請された市長等は、
　議長又は委員長の許可を得て、議員の質問に対して反問す
　ることができる。
　  （政策の形成過程等の説明）
第７条　議会は、市長が提案する重要な政策について、その
　政策水準を高めることに資するため、市長に対し次に掲げ
　る事項について明らかにするよう求めることができる。
　(1)　提案に至るまでの経緯及び必要性
　(2)　市民参加の実施の有無とその内容
　(3)　総合計画との整合性
　(4)　財源措置及び将来のコスト試算
２　議会は、前項の政策提案を審議するにあたっては、立案
　及び執行における論点や争点を明らかにするとともに、執
　行後においても政策評価に資する審議に努めるものとする。
　  （予算及び決算における説明資料）
第８条　議会は、予算及び決算の審議に当たっては、説明及
　び資料の提出を市長等に求めることができる。
　  （議決事件の拡大）
第９条　地方自治法第 96 条第 2 項の規定による議会の議決
　事件は、別に条例で定める。
　　     第５章　議会機能強化及び議会事務局体制整備
       （議会機能の強化）
第10条　議会は、市長等の事務執行の監視及び評価並びに政
　策立案及び提言に関する機能の強化に努めるものとする。
２　議会は、市政の課題に関する専門的な事項を調査する必
　 要があると認めるときは、有識者等で構成する調査機関を
　 設置することができる。
３　議会は、市政の課題に関する調査のため必要があると認
　めるときは、議員で構成する特別委員会を設置し、課題解
　決に取り組むものとする。
       （議会改革の推進）
第11条　議会は、地方分権時代における議会の在り方を常に
　議論し、市民の意思を市政に的確に反映させるため、議会
　改革に積極的に努めるものとする。
２　議会は、前項の改革に取り組むため、必要に応じて議員

～「市民と向き合い、市民に信頼される議会」となるよう努めて参ります～

　　　二戸市議会基本条例 を制定しました
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７
月
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よ
り
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修
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り
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関
す
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す
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り
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す
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す
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市議会のホームページアドレス　 http://www.city.ninohe.lg.jp/forms/menutop/menutop.aspx?menu_id=21
市議会のメールアドレス 　　　   gikai@city.ninohe.iwate.jp　
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議
会
活
動
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市
政
に
要
望
が
あ
る
時
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市
議
会

に
請
願
書
や
陳
情
書
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

【
請
願
と
陳
情
の
ち
が
い
】

○
請
願
は
、
紹
介
議
員
の
署
名
ま
た
は

記
名

・
押
印
が
必
要
で
す
。

○
陳
情
は
、
紹
介
議
員
を
必
要
と
し
ま

せ
ん
。

【
請
願

・
陳
情
の
取
扱
い
】

○
請
願
及
び
市
内
の
方
が
提
出
し
た
陳

情
は
市
議
会
で
審
査
し
、
採
択
の
場

合
は
関
係
機
関
へ
送
付
し
ま
す
。

○
市
外
の
方
か
ら
の
陳
情
は
、
市
議
会

で
議
員
に
配
布
い
た
し
ま
す
。

【
記
載
し
て
い
た
だ
く
事
項
】

①
提
出
年
月
日

②
提
出
者
の
住
所

・
氏
名

（
団
体
の
場

合
は
名
称
、
代
表
者
の
住
所
、
氏

名
）
・
押
印

③
請
願

・
陳
情
の
要
旨
、
理
由

④
請
願
の
場
合
は
、
紹
介
議
員
１
名
以

上
の
署
名
ま
た
は
記
名

・
押
印

　

 

請
願
・
陳
情
を

　
　

   　
　
　
　

 

す
る
に
は

 
 

　　

次
回
の
９
月
定
例
会
は
９
月
11
日
に

開
会
の
予
定
で
す
。
詳
し
い
日
程
に
つ

き
ま
し
て
は
、
二
戸
市
議
会
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
確
認
、
ま
た
は
議
会
事
務

局
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

９
月
定
例
会
が

　
　
　
　
　

開
催
さ
れ
ま
す

　

 

本
会
議
は
、
受
付
簿
に
住
所
と
お

名
前
を
記
入
す
る
だ
け
で
傍
聴
で
き

ま
す
。
ま
た
、
議
場
の
傍
聴
席
が
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
、
車
椅
子
を
ご
利
用

の
方
も
傍
聴
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　

 

市
役
所
と
浄
法
寺
総
合
支
所
の
１

階
ホ
ー
ル
で
も
テ
レ
ビ
中
継
を
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

※
介
助
が
必
要
な
方
は
、
職
員
ま
た

は
事
務
局
へ
お
声
が
け
く
だ
さ
い
。

　
　

※
６
月
定
例
会
の
傍
聴
者
は
�7
名　

　
　
　
　　
（延
べ
人
数
）
で
し
た
。

　

 

議
会
を
傍
聴

　
　

   

し
て
み
ま
せ
ん
か


